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1 R1.12.26 R2.1.9
平成30年10月９日付「組合員資格喪失証明書」の所長公印
押印に係る公印使用簿の当該欄

1 1
主税局荒川
都税事務所
総務課

2 R1.12.4 R2.1.17

（１）文京区小石川２－〇－〇（地番）の土地認定調査票
（２）文京区小石川２－〇－〇（地番）の家屋調査票
（３）文京区小石川２－〇－〇（地番）の償却資産申告書
（償却資産課税台帳）

1 1 1 1 1

（１）（条例第７条２号）
　所有者が個人の場合、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため
（条例第７条３号）
　所有者が法人の場合、法人の財産に関する情報であり、公にすることにより、財産情報
が明らかになることから、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が
損なわれると認められるため
（条例第７条６号）
　主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と納税者のみが
知りうる情報である。このため、公にすることで納税者との信頼関係が損なわれ、今後の
税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある
ため
（２）当該公文書は、当該家屋の評価額を算出するために作成する帳票である。そのた
め、未評価の物件については作成していないものである。したがって、存否を明らかにす
ることにより、当該家屋の課税状況を推察することができることとなるため、存否を明ら
かにしないで非開示とする。
（３）当該公文書は、償却資産の課税に関する事項を記載する帳票である。そのため、償
却資産を持たない法人又は個人については存在しないものである。したがって、存否を明
らかにすることにより、償却資産課税状況を推察することができることとなるため、存否
を明らかにしないで非開示とする。

主税局文京
都税事務所
固定資産税
課

3 R2.1.16 R2.1.24

・「東京都千代田都税事務所ほか１所(１)電話交換設備改
修工事」
・「東京都港都税事務所ほか２所(１)電話交換設備改修工
事」
・「東京都小平都税支所（１）非常用照明等改修工事」
に関する金入り設計書（別紙明細、諸経費計算含む）、特
記仕様書及び設計図面

14 1
主税局総務
部経理課

4 R2.1.14 R2.1.28

（１）「都税収納事務、納税証明手数料徴収事務及び自動
車税過誤納還付金支出事務の委託」に係る委託契約書及び
仕様書
（２）令和元年１０月１日付税制改正に伴う「都税収納事
務、納税証明手数料徴収事務及び自動車税過誤納還付金支
出事務の委託」に係る仕様書、新旧対照表、契約内容変更
協議書及び契約内容変更承諾書
（３）令和元年１０月１日付消費増税に伴う「都税収納事
務、納税証明手数料徴収事務及び自動車税過誤納還付金支
出事務の委託」に係る契約内容変更協議書及び契約内容変
更承諾書

198 1 1
（条例第７条４号）
　当該事項（受託者の印影）は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯
罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

主税局徴収
部徴収指導
課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

5 R2.1.14 R2.1.28
（１）「東京都都税事務所証明書発行等業務委託」に係る
委託契約書
（２）契約内容の変更に係る協議書及び承諾書

94 1 1
（条例７条４号）
　当該事項（受託者の印影）は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯
罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

主税局総務
部総務課

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。

＜公文書の件名＞について

・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。

・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。


